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敦
賀
の
墓
碑

林

敏

敦
賀
代
官

糟
谷
弥
五
兵
衛
致
餌

敦
賀
の
町
は
日
本
海
に
面
し
、
港
に
よ
っ
て
育
ま

れ
栄
え
て
き
た
、
古
く
か
ら
の
港
町
で
あ
る
。

近
松
門
左
衛
門
の
作
品
で
あ
る
「
つ
る
が
の
津
さ

ん
が
い
ぐ
ら
』
(
元
禄
十
二
年
)
に
は
「
金
が
さ
き
平

太
夫
」
の
名
ゃ
、
「
一
尻
町
げ
あ
げ
や
北
国
や
伝

左
衛
門
」
な
る
人
物
も
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
「
一
二
階
蔵
』
に
「
却
も
つ
る
が
の
け
い
せ
い

町
、
に
ぎ
あ
ふ
中
に
と
り
わ
き
て
、
北
国
や
伝
左
衛

門
と
い
ふ
あ
げ
や
が
も
と
に
は
、
け
い
せ
い
わ
か
山

-
:
」
と
あ
る
。

ま
た
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
(
宝
永
五
年
)
に
は
、

「
越
前
の
囲
気
比
の
浦
へ
と
旅
ば
を
り
」
、
「
情
も
あ

っ
き
か
ん
な
べ
の
、
敦
賀
の
浜
に
ぞ
着
給
ふ
」
、
「
金

が
さ
き
に
は
義
貞
の
こ
し
か
け
松
」
と
、
南
北
朝
時

代
に
金
崎
城
に
た
て
龍
り
、
足
利
軍
と
戦
っ
た
新
田

軍
な
ど
、
両
書
に
は
敦
賀
の
地
名
旧
跡
や
、
町
の
賑

わ
い
ぶ
り
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
敦
賀
は
湧
き
水
が
豊
富
な
と
こ
ろ
で
、
今

日
ま
で
名
水
と
い
わ
れ
る
湧
き
水
が
数
カ
所
あ
り
、

地
域
の
人
々
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
て

い
る
。

か
ね
が
さ
き

こ
の
名
水
の
一
つ
が
金
ケ
崎
町
に
あ
る
。

J
R
敦

賀
駅
か
ら
、
港
に
む
か
つ
て
延
び
る
敦
賀
港
線
沿
い

の
道
路
を
歩
い
て
行
く
と
、
「
湧
水
踏
切
」
と
表
示

さ
れ
た
踏
切
を
渡
り
、
国
道
八
号
線
の
高
架
下
を
く

し
み
ず

ぐ
る
と
、
そ
こ
に
「
泉
の
お
し
よ
う
ず
」
が
あ
る
。

『
敦
賀
志
』
に
「
此
の
村
は
も
と
湯
山
の
ふ
も
と

に
在
り
し
が
、
村
地
を
田
と
し
て
、
持
分
の
し
お
浜

ょ
う
ご
ん
じ

へ
移
り
出
で
住
居
せ
り
、
、
水
厳
寺
の
し
み
ず
は
山
足

に
在
り
。
甚
だ
清
冷
に
し
て
涌
き
出
ず
る
則
ち
一
小

河
を
な
せ
り
。

近
辺
の
数
十
家
是
を
日
用
と
す
。
し
み
ず
村
の
名

も
此
の
水
よ
り
お
え
る
成
る
べ
し
。
」
と
あ
る
。

こ
の
「
泉
の
お
し
よ
う
ず
」
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ん

な
日
照
り
が
続
い
て
も
掴
れ
る
こ
と
が
な
く
、
今
日

ま
で
飲
料
水
や
夏
場
に
は
涼
を
求
め
た
り
、
共
同
洗

い
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

上
水
道
が
普
及
さ
れ
る
ま
で
は
、
子
供
た
ち
も
天

秤
棒
を
担
ぎ
、
こ
の
「
お
し
よ
う
ず
」
を
生
活
用
水

と
し
て
、
家
に
運
ん
で
い
た
。

「
泉
の
お
し
よ
う
ず
」
の
付
近
一
帯
は
、
か
つ
て

は
泉
村
(
現
金
ケ
崎
町
)
と
よ
ば
れ
、
金
崎
城
祉
の

て
づ
つ

あ
る
天
筒
山
系
が
敦
賀
湾
に
突
き
出
た
根
元
に
村
が

あ
る
。も

と
は
天
筒
山
麓
沿
い
の
湯
山
に
住
み
、
製
塩
を

業
と
し
て
い
た
が
、
永
禄
前
後
(
一
五
五
八
ー
一
五

六
九
)
に
塩
田
が
近
く
て
、
生
活
に
欠
か
せ
な
い
「
お

し
よ
う
ず
」
が
あ
る
今
の
地
に
、
移
り
住
む
よ
う
に

な
っ
た
。

こ
の
「
泉
の
お
し
よ
う
ず
」
の
ほ
と
り
に
、

の
墓
石
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

つ

(
正
面
)青

雲
院
一
空
常
山
居
士

(
右
面
)天

明
四
甲
辰
十
一
月
十
三
日
卒

俗
名

糟
谷
摘
五
兵
衛
致
賜

(
左
面
)天

保
七
申
年

mJi 

主

首
村
惣
中

同
太
左
衛
門

同

孫

八

一
一
月
日
建
之

世
話
人

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

か

す

や

や

ご

ベ

え

む

ね

み

墓
石
の
糟
谷
弥
五
兵
衛
致
弼
が
旧
泉
村
復
興
の
礎
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を
築
き
、
百
七
十
年
を
経
た
今
日
ま
で
、
代
々
の
村

民
が
糟
谷
代
官
の
遺
徳
を
偲
び
、
旧
泉
村
三
十
五
家

(
現
三
十
二
家
)
の
子
孫
が
毎
年
欠
か
さ
ず
に
法
要

を
続
け
て
い
る
。

糟
谷
代
官
は
寛
保
三
年
(
一
七
四
三
)
二
月
十
三

日
、
敦
賀
・
新
御
領
代
官
に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
と
き

二
十
九
歳
の
青
年
代
官
で
あ
っ
た
。

若
狭
小
浜
藩
領
の
敦
賀
郡
は
七
六
一
四
石
コ
一
斗
七

升
三
合
(
明
和
八
年
二
月
)
の
石
高
で
、
代
官
は
郡

内
を
治
め
る
重
要
な
行
政
官
で
も
あ
っ
た
。

崎
将
谷
代
官
は
二
度
、
江
戸
勤
番
を
つ
と
め
て
お

り
、
活
気
に
満
ち
て
発
展
し
て
い
る
都
市
に
比
べ
、

地
方
農
村
は
窮
乏
に
端
、
ぎ
、
農
民
の
人
心
も
荒
廃
し

て
い
る
現
状
に
、
代
官
が
重
き
務
め
で
あ
る
こ
と
を

実
感
し
た
。
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農
家
は
春
先
の
回
お
こ
し
、
畦
つ
く
り
か
ら
腰
の

痛
さ
に
耐
え
な
が
ら
作
業
す
る
田
植
え
が
あ
り
、
そ

の
後
の
回
の
草
取
り
、
稲
刈
り
な
ど
、
収
穫
す
る
ま

で
の
米
作
り
は
朝
早
く
か
ら
晩
遅
く
ま
で
働
き
、
つ

ら
く
手
聞
の
か
か
る
作
業
で
あ
っ
た
。

ま
た
天
候
不
順
や
、
病
虫
害
に
よ
っ
て
も
収
穫
が

大
き
く
左
右
さ
れ
、
一
家
の
働
き
手
が
病
気
に
な
っ

た
り
日
常
の
生
活
苦
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ

小
林

敦
賀
の
墓
碑

っ
て
年
貢
を
納
め
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。

年
貢
を
納
め
る
た
め
に
田
地
を
質
入
れ
し
た
り
、

高
利
な
金
子
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

幕
府
や
藩
役
所
で
は
質
入
れ
や
、
田
地
売
買
を
禁

止
し
て
い
た
が
、
結
局
は
生
活
苦
の
な
か
で
は
返
済

で
き
ず
売
却
し
た
り
、
質
流
れ
と
な
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。米

は
藩
体
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
経

済
基
盤
で
あ
り
、
小
浜
藩
の
初
期
で
は
年
貢
率
が
七

。
|
九
O
パ
ー
セ
ン
ト
の
村
も
あ
っ
て
、
年
貢
未
納

と
な
っ
た
村
の
庄
屋
は
入
牢
と
な
っ
た
り
、
厳
し
い

状
況
だ
っ
た
。

寛
永
十
二
年
(
一
六
三
五
)
の
泉
村
年
貢
免
定
に

よ
れ
ば
田
畑
、
屋
敷
の
村
高
か
ら
、
風
水
干
害
の
減

少
分
を
差
し
引
い
た
四
八
六
石
七
斗
四
升
に
対
し

て
、
六
回
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
年
貢
率
で
あ
っ
た
。

村
に
は
一
七
三
石
二
斗
七
升
七
勺
が
残
り
、
こ
れ

を
高
持
農
家
コ
一
五
戸
と
す
れ
ば
、
二
戸
当
た
り
四
石

九
斗
五
升
五
勺
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。

時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
税
率
も
徐
々
に
で

あ
る
が
軽
減
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
年
貢
を
納
め
て
残
る
量
は
僅
か
で
、
こ

の
中
か
ら
来
春
用
の
種
籾
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
生
活
は
依
然
と
し
て
苦
し
か
っ
た
。

糟
谷
代
官
は
郡
内
の
村
々
を
巡
見
し
、
庄
屋
、
年

寄
、
惣
代
な
ど
の
村
役
人
か
ら
報
告
を
受
け
た
。

と
く
に
泉
村
の
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た
慣
例
や

風
俗
の
乱
れ
か
ら
、
村
の
自
治
能
力
が
著
し
く
低
下

し
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
。

村
内
の
乱
れ
は
年
貢
管
済
に
も
大
き
く
影
響
を
与

え
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
や
藩
か
ら
も

一
、
喧
嘩
口
論

一
、
人
売
買

一
、
博
突

一
、
衣
食
住
の
者
修

な
ど
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、

一
向
に
改
め
ら

れ
る
気
配
も
な
か
っ
た
。

代
官
は
泉
村
の
年
寄
、
惣
代
な
ど
を
庄
屋
宅
に
集

め
、
各
条
目
を
わ
か
り
や
す
く
読
み
聞
か
せ
た
。

村高

~ 村 両

慶長11年
石 ノロ¥ 

572，810 

正保3年 639，304 

元禄l3年 639，344 

享保12年 639，304 

明和8年 639，304 

文化4年 639，304 

天保5年 644，344 

明治2年 639，304 

泉村
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金前寺

永厳寺

神社

愛宕権現

寺庵

安玉庵栄照寺永覚寺

浄泉寺称名寺鷲山庵
(塔頭七坊)

良閑寺

戸数と人口

人
戸数 人 口

高持無高寺庵神社 男 女
山伏

言十
出家

享保12年 35 35 16 86 139 163 32 334 

文化4年 9 l 62 331 

明治 7年
137 

(月見町)

大正2年 147 425 456 881 

泉村

そ
し
て
品
行
を
正
し
て
諸
事
を
倹
約
し
、
家
族
は

相
和
し
地
道
に
農
業
に
励
む
こ
と
を
説
い
た
。

ま
た
、
僧
侶
の
協
力
を
得
て
檀
家
を
寺
に
集
め
、

日
常
生
活
で
人
と
し
て
守
る
べ
き
道
を
諭
し
、
喧
嘩

や
博
打
に
つ
い
て
の
非
を
悟
ら
せ
る
教
講
を
行
っ

た。
代
官
は
ま
た
禁
令
を
実
行
す
る
た
め
に
、
次
代
を

担
う
若
者
に
違
反
の
取
り
締
ま
り
の
権
限
を
与
え

た
。
罰
則
に
は
村
提
と
し
て
追
放
、
八
分
な
ど
か
ら
、

あ
や
ま
り
酒
、
詫
び
入
れ
な
ど
が
あ
っ
た
。

提
は
村
の
自
治
と
日
常
生
活
の
秩
序
を
保
つ
た
め

に
、
村
の
寄
合
い
で
決
め
ら
れ
た
も
の
で
、
大
方
は

不
分
律
な
申
し
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
村
の
提

と
し
て
、
こ
れ
に
違
反
し
た
時
に
は
強
い
制
裁
力
を

も
っ
て
い
た
。

若
者
衆
は
十
五
・
六
歳
か
ら
二
十
五
歳
く
ら
い
ま

で
の
男
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
道
徳
、
礼
儀
作
法

や
公
儀
の
法
度
な
ど
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

と
く
に
年
長
者
で
あ
る
重
若
衆
は
若
者
衆
を
指
導

し
、
違
反
し
た
村
民
に
は
当
番
宿
に
呼
び
出
し
、
非

行
を
厳
し
く
追
及
し
た
。

若
者
衆
が
実
践
し
た
活
動
は
、
次
の
若
者
衆
へ
と

受
け
継
が
れ
て
、
長
い
年
月
を
要
し
な
が
ら
も
、
若

者
衆
の
感
化
は
や
が
て
村
中
に
及
び
、
村
民
も
徐
々

に
身
を
慎
む
よ
う
に
な
っ
た
。

若
者
衆
の
活
動
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
司
法
の
確

立
に
よ
っ
て
、
村
提
や
若
者
衆
の
活
動
も
、
い
つ
し

か
消
滅
し
た
。

し
か
し
、
若
者
衆
の
活
動
は
後
に
青
年
会
、
青
年

団
と
し
て
、
地
域
の
社
会
福
祉
活
動
に
大
き
く
貢
献

し
た
。糟

谷
代
官
は
労
ば
か
り
多
く
、
報
い
の
少
な
い
農

民
を
そ
れ
な
り
に
理
解
し
、
仏
道
へ
の
帰
依
と
、
ぜ

い
沢
や
遊
惰
な
ど
の
華
や
か
さ
を
求
め
ず
、
地
道
に

働
き
将
来
へ
の
明
る
い
希
望
を
抱
か
せ
よ
う
と
し

た。
荒
廃
し
た
人
心
を
善
良
な
農
民
に
戻
す
こ
と
は
容

易
で
は
な
く
、
代
官
の
心
底
に
は
村
の
復
興
へ
の
熱

意
と
、
儒
学
の
思
想
が
あ
っ
た
。

初
代
藩
主
を
は
じ
め
、
歴
代
の
藩
主
も
儒
学
に
心

酔
し
儒
者
を
も
召
し
抱
え
、
藩
士
や
子
弟
に
も
影
響

を
与
え
て
い
た
。

糟
谷
代
官
は
延
享
=
一
年
(
一
七
四
六
)
正
月
十
五

日
、
大
目
付
に
任
命
さ
れ
、
後
任
の
代
官
に
は
同
年

正
月
二
十
八
日
、
恵
藤
半
外
長
貞
が
任
じ
ら
れ
た
。

糟
谷
代
官
は
敦
賀
で
は
約
コ
一
年
間
の
在
任
で
あ
っ
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た
が
、
村
民
か
ら
人
柄
と
実
行
力
を
惜
し
ま
れ
な
が

ら
、
二
月
五
日
に
藩
表
の
小
浜
へ
と
発
た
れ
た
。

糟
谷
氏
が
敦
賀
を
離
任
後
、
泉
村
と
そ
の
周
辺
地

域
の
世
上
で
は
、
様
々
な
出
来
事
が
起
き
て
い
た
。

寛
延
三
年
(
一
七
五
O
)
七
月
十
六
日
、
泉
村
農

家
の
伴
が
入
水
す
る
と
い
う
、
痛
ま
し
い
事
件
が
お

き
た
。明

和
三
年
(
一
七
六
六
)
二
月
八
日
、
泉
村
金
前

寺
の
諸
堂
が
大
破
の
た
め
、
観
音
開
帳
。

同
年
五
月
十
二
日
、
泉
村
に
狼
が
出
没
。
さ
ら
に

二
十
三
日
に
も
杉
森
山
下
に
も
あ
ら
わ
れ
、
社
家
町

(
現
曙
町
)
付
近
に
ま
で
出
没
し
た
。
こ
の
た
め
鉄

砲
を
も
っ
て
出
動
す
る
騒
ぎ
と
な
っ
た
。

天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
七
月
二
十
一
日
、
領
内

百
姓
の
衣
類
、
風
俗
の
審
修
を
戒
む
。

同
六
年
(
一
七
八
六
)
十
月
二
十
三
日
、
稲
刈
り

を
し
て
、
は
さ
に
掛
け
て
あ
る
稲
を
盗
ん
だ
り
、
畑

物
を
荒
ら
す
事
件
が
横
行
。
役
所
か
ら
見
つ
け
次

第
、
厳
罰
に
処
す
触
れ
が
で
る
。
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天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
三
月
十
一
日
、
泉
村
安

玉
庵
で
、
金
ケ
崎
山
の
椎
木
を
無
断
で
伐
採
。
庄
屋
、

年
寄
、
山
番
な
ど
が
処
断
さ
る
。
泉
村
分
の
山
の
二

十
五
株
も
伐
ら
れ
、
犯
人
知
れ
ず
。
去
る
享
保
十
八

林

敦
賀
の
墓
碑

年
(
一
七
三
三
)
十
月
に
も
、
金
ヶ
崎
山
の
松
木
を

泉
村
百
姓
四
人
が
無
断
で
伐
採
、
入
牢
に
処
せ
ら

る。
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
六
月
十
八
日
、
敦
賀
地

方
洪
水
、
泉
村
辺
り
で
は
二
十
二
年
前
の
大
水
と
同

じ
状
況
。

同
二
年
(
一
七
九
O
)
=
一
月
十
一
日
、
金
前
寺
に

諸
堂
修
理
料
の
た
め
、
郡
内
の
托
鉢
が
許
さ
る
。

寛
政
九
年
(
一
七
九
七
)
二
月
十
六
日
、
出
村
町

(
現
松
栄
町
)
内
の
六
人
が
博
突
の
科
に
よ
り
、
罰

金
お
よ
び
入
牢
。

享
和
元
年
(
一
八
O
こ
八
月
二
十
三
日
、
領
内

に
博
突
を
禁
ず
る
令
を
発
す
。

文
化
十
三
年
(
一
八
二
ハ
)
五
月
、
博
突
を
厳
し

く
禁
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
浜
の
武
家
屋
敷
内
に
お

い
て
発
覚
。

天
保
二
年
(
一
八
三
こ
五
月
二
十
二
日
、
幕
府

か
ら
百
姓
町
人
の
葬
礼
の
分
を
過
ぐ
る
を
戒
め
、
誼

号
に
み
だ
り
に
院
、
居
土
を
用
い
る
を
禁
ず
る
令
が

発
せ
ら
れ
る
。

安
政
元
年
(
一
八
五
回
)
五
月
二
十
七
日
、
松
原

に
て
砲
術
の
訓
練
を
行
う
。

丈
久
コ
一
年
(
一
八
六
三
)
十
一
月
二
十
日
、
敦
賀

郡
内
に
農
兵
を
徴
募
し
、
有
志
の
献
金
を
募
る
。

慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
四
月
、
農
兵
頭
・
西
岡

正
賢
組
に
、
泉
村
よ
り
一
名
入
隊
。

明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
四
月
二
日
、
小
浜
藩
か

ら
版
籍
を
太
政
官
へ
奉
還
。

敦
賀
代
官
を
務
め
た
糟
谷
家
は
、
初
祖
で
あ
る
勘

右
衛
門
宗
清
を
初
め
と
し
て
、
小
浜
藩
の
要
職
を
務

め
、
藩
内
で
は
名
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

糟
谷
家
の
始
祖
は
雅
楽
介
と
い
い
、
下
野
宇
都
宮

家
に
仕
え
て
い
た
が
、
嫡
男
又
左
衛
門
と
二
男
又
右

衛
門
は
、
後
に
下
総
結
城
藩
(
茨
城
県
結
城
市
)
に

仕
官
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

藩
主
結
城
秀
康
の
と
き
、
越
前
へ
移
封
さ
れ
た

が
、
二
男
又
右
衛
門
の
嫡
男
勘
右
衛
門
宗
清
は
藩
主

に
従
っ
て
、
所
替
の
越
前
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ

た。
勘
右
衛
門
宗
清
は
福
井
藩
二
代
の
忠
直
と
、
若
狭

小
浜
藩
の
京
極
忠
高
へ
と
仕
え
、
京
極
家
が
出
雲
へ

移
封
の
と
き
、
若
狭
入
国
の
小
浜
藩
主
酒
井
忠
勝
に

寛
永
十
五
年
(
一
六
三
人
)
、
馬
廻
役
二
百
五
十
石

で
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
宗
清
は
郡
奉
行
、
高
浜
町
奉

行
を
務
め
、
寛
文
八
年
(
一
六
六
人
)
四
月
四
日
没

し
た
。
覚
翁
浄
本
。
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蔵
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宗
清
の
嫡
男
勘
右
衛
門
宗
尊
が
二
代
を
継
ぎ
、
奏

者
番
、
小
浜
町
奉
行
を
務
め
た
。
元
禄
元
年
(
一
六

八
八
)
正
月
二
十
六
日
没
、
西
岸
浄
因
。

三
代
勘
右
衛
門
宗
興
(
幼
名
助
九
郎
、
治
左
衛
門
)

は
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)
四
月
、
藩
主
忠
音
の
二

男
久
米
次
郎
忠
龍
が
十
一
歳
を
も
っ
て
早
世
し
た
。

家
臣
は
め
い
福
を
祈
り
、
江
戸
牛
込
・
長
安
寺
に
燈

寵
を
寄
進
し
た
。
家
臣
連
名
の
中
に
、
勘
右
衛
門
宗

興
の
名
も
刻
ま
れ
て
い
る
。

四
代
彦
之
進
旨
恒
は
詩
文
算
術
に
す
ぐ
れ
、
晩
年

は
伯
翁
と
号
し
た
。
明
和
五
年
(
一
七
六
人
)
コ
一
月

二
十
九
日
没
、
達
性
院
明
誉
白
翁
。

25 

彦
之
進
の
二
男
伴
次
郎
棟
恵
の
家
系
で
は
、
二
代

大
輔
春
雄
は
国
学
者
伴
信
友
と
交
流
が
あ
っ
た
。

四
代
寸
斗
平
宗
慶
は
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
版

籍
奉
還
、
同
四
年
(
一
八
七
一
)
廃
藩
置
県
と
い
う

騒
然
と
し
た
世
上
の
と
き
、
少
参
事
と
し
て
旧
藩
主

の
知
藩
事
を
補
佐
し
た
。

ま
た
廃
藩
後
、
旧
小
浜
藩
士
族
の
親
睦
団
体
と
し

て
雲
郷
義
会
、
旧
誼
会
(
高
浜
)
、
桃
湖
会
(
三
方
)
、

温
故
会
(
敦
賀
)
が
各
地
に
結
成
さ
れ
た
。

西
京
在
住
の
雲
郷
義
会
の
会
員
と
し
て
、
寸
斗
平

宗
慶
の
長
男
宗
資
氏
の
名
も
見
え
て
い
る
。
宗
資
氏

小
林

敦
賀
の
墓
碑

は
後
に
教
師
と
し
て
、
富
山
へ
赴
任
し
た
。

宗
慶
の
二
男
宗
福
氏
の
長
男
宗
一
氏
は
海
軍
武

官
、
海
軍
少
将
に
昇
進
。
ま
た
、
旧
藩
主
酒
井
伯
爵

家
の
家
政
監
督
を
務
め
た
。

宗
一
氏
の
妹
つ
ぎ
子
は
、
若
狭
町
(
旧
三
方
町
北

前
川
)
出
身
の
海
軍
将
校
で
あ
る
佐
久
間
勉
と
婚
姻

し
た
。
佐
久
間
は
明
治
四
十
三
年
(
一
九
一

O
)
四

月
、
山
口
県
新
湊
沖
に
お
い
て
潜
水
艇
訓
練
中
に
故

障
が
発
生
し
、
艇
は
浮
上
で
き
ず
佐
久
間
艇
長
を
は

じ
め
、
乗
組
員
は
殉
難
さ
れ
た
。

本
家
五
代
の
次
左
衛
門
宗
完
(
幼
名
、
助
九
郎
)

は
、
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
七
月
十
四
日
没
、
法

性
院
通
誉
達
了
。

五
代
の
嫡
男
助
九
郎
は
明
和
六
年
(
一
七
六
九
)

十
二
月
四
日
に
六
代
を
継
い
だ
。
し
か
し
、
六
代
の

弟
次
左
衛
門
は
文
化
元
年
(
一
八
O
四
)
七
月
に
没

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
糟
谷
本
家
は
断
絶
し
た
。

ま
た
、
弥
五
兵
衛
致
婦
の
出
身
家
で
あ
る
鹿
野
家

分
家
の
七
代
作
太
郎
昌
則
の
妹
は
、
三
代
関
口
平
四

郎
恭
孝
の
弟
半
五
郎
と
婚
姻
し
、
半
五
郎
は
同
家
八

代
玖
左
衛
門
昌
聴
と
な
っ
た
。

半
五
郎
の
兄
平
四
郎
は
丈
久
コ
一
年
(
一
八
六
コ
一
)

九
月
十
四
日
、
敦
賀
表
・
農
兵
頭
に
任
じ
ら
れ
、
元

治
元
年
(
一
八
六
四
)
五
月
十
七
日
に
着
任
し
た
。

慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
八
月
七
日
、
関
口
平
四

郎
の
率
い
る
農
兵
が
敦
賀
郡
鳩
原
村
(
現
敦
賀
市
鳩

原
)
に
駐
屯
の
と
き
、
暴
風
雨
に
よ
る
山
崩
れ
が
発

生
し
、
組
員
十
七
名
と
共
に
遭
難
し
た
。
事
年
四
十

-
0 

平
四
郎
の
実
子
平
一
郎
は
幼
少
で
虚
弱
の
た
め
養

子
を
迎
え
、
源
次
恭
重
が
関
口
家
四
代
を
相
続
し

た
後
に
平
一
郎
が
成
長
す
る
に
及
ん
で
、
源
次
の
養

子
と
な
り
同
家
を
継
い
だ
。
今
そ
の
遭
難
の
碑
が
J

R
北
陸
線
沿
い
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

糟
谷
家
二
代
の
勘
右
衛
門
宗
尊
の
と
き
、
宗
清
二

男
弥
五
兵
衛
宗
次
(
幼
名
友
之
助
)
に
五
十
石
を
分

知
さ
れ
、
分
籍
し
て
弥
五
兵
衛
家
を
興
し
、
こ
こ
に

同
家
初
代
と
な
っ
た
。

弥
五
兵
衛
宗
次
は
十
六
歳
の
と
き
小
姓
に
召
し
出

さ
れ
、
後
に
大
津
蔵
奉
行
、
大
目
付
を
歴
任
。
甲
州

流
軍
学
指
南
を
も
務
め
た
。

元
禄
十
年
(
一
六
九
七
)
八
月
十
二
日
没
、
六
十

二
歳
、
有
徳
軒
月
桂
宗
侃
。

二
代
輿
左
衛
門
宗
行
(
幼
名
友
之
助
、
源
内
)
は

大
目
付
、
大
坂
勤
番
を
務
め
た
。
享
保
九
年
(
一
七
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二
四
)
八
月
五
日
、
大
坂
に
て
没
し
た
。
四
十
五
歳
、

光
月
院
天
安
順
清
。

血
〈
左
衛
門
宗
行
に
実
子
な
く
、
弟
で
河
合
家
へ
養

子
の
長
左
衛
門
正
好
(
同
家
四
代
)
の
女
子
を
養
女

と
し
、
鹿
野
家
分
家
の
二
代
作
左
衛
門
重
定
の
=
一
男

宗
五
郎
(
由
緒
書

男

宗
五
郎
、
享
保
十
四
年
小
浜

分
限
帳

惣
五
郎
)
十
歳
を
養

惣
五
郎
、
系
図

男

子
に
迎
え
た
。

享
保
九
年
(
一
七
二
四
)
十
月
、
跡
式
百
二
十
石

と
御
先
手
馬
廻
役
を
仰
付
け
ら
れ
、
宗
五
郎
は
三
代

目
を
継
い
だ
。
同
十
七
年
(
一
七
三
二
)
三
月
、
弥

五
兵
衛
と
改
名
。
翌
四
月
と
元
文
三
年
(
一
七
三

八
)
に
、
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
勤
番
と
な
っ
た
。

弥
五
兵
衛
致
婦
は
敦
賀
代
官
を
務
め
た
の
ち
、
大

目
付
に
就
任
。
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
三
月
二
十

三
日
、
勘
定
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
。
七
月
六
日
、
小

浜
湾
の
二
児
島
周
辺
の
鯵
漁
場
を
め
ぐ
る
争
論
で

は
、
藩
重
役
が
列
座
す
る
中
で
、
糟
谷
勘
定
奉
行
が

裁
許
を
申
し
渡
し
た
。

宝
暦
三
年
(
一
七
五
三
)
九
月
十
九
日
、
小
浜
町

奉
行
と
な
り
、
五
十
石
の
役
科
と
合
わ
せ
て
百
七
十

石。
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
十
一
月
十
九
日
、
小
浜

御
用
人
を
務
め
、
役
料
三
十
石
加
増
、
二
百
石
、
四

十
歳
。宝

暦
七
年
(
一
七
五
七
)
八
月
十
五
日
、
旗
奉
行
、

役
料
二
十
石
加
増
。

明
和
二
年
(
一
七
六
五
)
五
月
七
日
、
旗
奉
行
を

退
任
。明

和
八
年
(
一
七
七
二
十
一
月
七
日
、
熊
川
町

奉
行
と
な
り
、
同
地
に
引
越
し
。

安
永
五
年
(
一
七
七
六
)
十
二
月
十
四
日
、
熊
川

町
奉
行
を
退
任
し
た
。

弥
五
兵
衛
致
弟
は
藩
要
職
を
歴
任
し
、
安
永
七
年

(
一
七
七
八
)
十
二
月
十
三
日
隠
居
。
隠
居
料
二
十

石
、
糟
谷
常
山
と
号
し
た
。

天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
十
一
月
十
三
日
没
し
た
。

七
十
歳
、
青
雲
院
一
空
常
山
。

弥
五
兵
衛
致
炉
問
が
敦
賀
代
官
と
し
て
赴
任
し
た
と

き
、
南
北
両
代
官
の
も
う
一
人
が
宮
河
家
の
四
代
十

兵
衛
英
信
で
あ
っ
た
。

後
年
の
明
和
七
年
(
一
七
七
O
)
六
月
、
敦
賀
郡

で
百
姓
の
蜂
起
が
勃
発
し
た
が
、
こ
の
時
の
代
官
が

十
兵
衛
英
信
の
二
男
正
蔵
英
門
で
あ
っ
た
。

初
代
糟
谷
勘
右
衛
門
宗
清
の
三
男
治
兵
衛
重
晴

(
幼
名
午
之
助
)
は
、
山
口
家
へ
養
子
に
迎
え
ら
れ

二
代
目
を
継
ぎ
、
そ
の
嫡
男
三
代
荘
右
衛
門
安
固
(
幼

名
団
次
郎
)
の
女
子
が
宮
河
十
兵
衛
英
信
へ
嫁
い

だ。
十
兵
衛
英
信
の
二
男
で
同
家
五
代
正
蔵
英
門
が
代

官
の
と
き
、
百
姓
蜂
起
の
責
任
を
間
わ
れ
て
代
官
を

免
じ
ら
れ
、
謹
慎
処
分
を
命
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
安
永
二
年
(
一
七
七
三
)
、
馬
廻
役
と
し

て
復
帰
し
た
が
、
宮
河
家
の
二
代
か
ら
五
代
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
敦
賀
代
官
を
務
め
て
い
る
。

弥
五
兵
衛
致
婦
の
家
庭
で
は
、
先
代
奥
左
衛
門
宗

行
の
養
女
と
婚
姻
し
、
三
代
目
を
継
い
だ
。
後
に
輿

左
衛
門
宗
行
が
養
女
と
し
て
迎
え
た
、
同
じ
河
合
家

六
代
直
右
衛
門
正
等
の
姉
を
喪
っ
た
。

弥
五
兵
衛
致
弼
に
一
男
五
女
あ
り
、
女
子
は
小
浜

藩
士
に
そ
れ
ぞ
れ
嫁
ぎ
、
多
門
宗
之
(
幼
名
五
百
之
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丞
)
が
百
四
十
石
を
も
っ
て
、
同
家
四
代
を
継
い
だ
。

多
門
宗
之
は
表
取
次
役
、
御
先
手
者
頭
を
務
め
、
寛

政
四
年
(
一
七
九
二
)
正
月
十
一
日
、
江
戸
藩
邸
の

牛
込
屋
敷
奉
行
と
な
っ
た
。

同
年
七
月
十
六
日
没
、
澄
月
院
秋
誉
涼
風
。
嫡
男

政
吉
も
九
月
三
日
に
没
し
た
。
秋
月
幻
紅
。

父
子
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
四
代
続

い
た
弥
五
兵
衛
家
は
断
絶
と
な
っ
た
。

廃
絶
と
な
っ
て
約
二
十
五
年
の
歳
月
を
経
た
文
化

十
四
年
(
一
八
一
七
)
、
親
類
相
寄
っ
て
弥
五
兵
衛

家
の
名
跡
を
惜
し
み
、
藩
に
同
家
再
興
を
願
い
出

た
。
同
年
四
月
、
藩
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
た
再
興
の

許
し
が
得
ら
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
弥
五
兵
衛
致
賜
の
出
身
家
で
あ
る

鹿
野
家
本
家
の
敦
賀
町
奉
行
を
も
務
め
た
、
七
代
秋

助
昌
大
の
五
男
八
十
八
宗
徳
を
迎
え
、
五
代
目
を
継

ぎ
弥
五
兵
衛
家
が
再
興
さ
れ
た
。

八
十
八
宗
徳
は
江
戸
表
給
仕
方
、
小
納
戸
役
、
近

習
頭
を
務
め
、
天
保
十
三
年
(
一
八
四
二
)
十
一
月

十
三
日
没
し
た
。
四
十
七
歳
、
好
旭
院
浄
山
恵
行
。

八
十
八
宗
徳
の
嫡
男
弥
五
八
宗
孝
(
幼
名
羊
蔵
)

が
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)
正
月
十
一
日
、
同
家
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六
代
を
継
い
だ
。

林

敦
賀
の
墓
碑

天
保
十
四
卯
正
月
十
一
日
跡
式

四
拾
石

調
五
人

糟
谷
藤
原
宗
孝

十
二
人
扶
持

主愛，官、同
御直本
暇様家
被御御
召部抱
帰屡断
1&住絶
分之慶
知節安

被四
召年
出

糟
谷
羊
蔵

〆'ーー一ーーー、、

1酉 j酉

「井「井
東家非家
西編役文
御年世庫
家史禄
中料)1頂
姓稿名
名本簿
録」

、、ーーーーー--

宗
孝
は
給
仕
方
、
京
都
勤
番
を
務
め
、
慶
応
二
年

(
一
八
六
六
)
十
月
十
九
日
、
弥
五
兵
衛
と
改
名
。

明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
鋭
鎗
隊
(
馬
廻
役
)
に
、

鋭
鎗
隊
改
め
正
兵
隊
に
所
属
し
た
。
明
治
二
年
(
一

八
六
九
)
八
月
十
九
日
、
弥
五
兵
衛
か
ら
弥
五
人
に

改
め
た
。
四
十
歳
。

家
扶
諸
務
方

従
四
位
附

四
拾
石

糟
谷
弥
五
八

平

士

f支

糟
谷
弥
五
八

非
ヘ
酒
井
家
文
庫

J

一
「
明
治
=
一
年
分
限
名
前
帳
」
一

一
「
明
治
四
年
辛
未
七
月
廃
藩
一

/

士

族

姓

名

」

」

明
治
二
十
三
年
(
一
八
九
O
)
十
一
月
二
十
八
日

没
し
た
。
六
十
一
歳
、
覚
法
院
浄
心
。

明
治
の
中
頃
、
糟
谷
家
の
子
孫
が
泉
村
を
訪
れ

て
、
供
養
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
、
札
を
述
べ
ら
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
が
弥
五
八
宗
孝
氏

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

弥
五
八
宗
孝
に
九
男
三
女
あ
り
、
同
家
を
継
い
だ

宗
士
口
氏
は
そ
の
末
子
で
、
幼
時
の
頃
す
で
に
両
親
、

兄
姉
を
病
で
亡
く
し
た
。
宗
吉
氏
は
身
寄
り
も
な
く

十
二
・
コ
一
歳
の
頃
、
京
都
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ

た。

弥
五
八

承
継
人

遠
国
江
寄
留
送
籍
人

四
拾
石

糟
谷
宗
吉

糟
谷
宗
吉

雲
浜
村

¥
酒
井
家
文
庫

-

1

明
治
三
十
二
年

-

一

+
l
-
一

同

川

割

問

一

「

噌

=

咋

一

酔

/

「

明

治

=

干

一

年

小
浜
御
旧
臣
姓
名
録
」
一

旧
小
浜
藩
卒
住
所
姓
名
録
」
一

旧

臣

在

籍

簿

」

、

し
か
し
、

一
時
期
は
兵
庫
県
神
戸
市
や
、
芦
屋
市

に
も
住
ん
で
い
た
。

兵
庫
県
武
庫
郡
精
道
村
芦
屋

遠
敷
郡
雲
浜
村

糟
谷

。一小士口

..-ーーーーー一、¥

一-，

、、ー一一--

御
大
典

記

念

福
井
県
人
之
精
華

幼
い
宗
土
口
氏
が
小
浜
を
離
れ
た
の
ち
、
小
浜
や
東
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京
牛
込
・
大
信
寺
の
墓
石
は
供
養
す
る
人
と
で
な

く
、
無
縁
仏
と
し
て
整
理
さ
れ
た
。
小
浜
に
は
古
く

か
ら
の
墓
石
も
幾
っ
か
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

後
年
、
宗
吉
氏
は
東
京
お
よ
び
小
浜
の
祖
先
を
調

べ
、
整
理
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和

六
年
に
菩
提
寺
で
あ
る
小
浜
市
神
田
・
浄
土
宗

願
寺
に
、
糟
谷
家
総
墓
を
建
立
し
た
。

(
正
面
)糟

谷
家
累
代
之
墓

(
左
面
)昭

和
六
年
八
月
合
葬

糟
谷
宗
吉
建
之

こ
の
総
墓
の
後
方
に

(
正
面
)寂

麿
該
子

(
左
面
)糟

谷
宗
孝

三
男
之
墓

(
右
面
)慶

麿
三
J
V
年

十
一
月
二
十
九
日

と
刻
ま
れ
た
小
さ
な
墓
石
が
あ
る
(
過
去
帳

月
三
十
日
)
。

十

ま
た
、
境
内
に
は
整
理
さ
れ
た
墓
塔
が
あ
り
、
そ

の
中
に

(
正
面
)

誓

わ
ず
かタ
に糟窓享
垣谷川保

:山
石

あ
る

過
去
帳

「
タ
窓
運
月
童
子

享
保
六
年
九
月
三
日
」
、
系
図
に

は
「
糟
谷
貞
次
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

宗
吉
氏
の
多
大
な
努
力
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
ら
れ

た
過
去
帳
は
同
寺
に
残
さ
れ
て
お
り
、
本
分
家
を
合

わ
せ
て
五
十
五
霊
の
法
名
、
没
年
月
日
が
記
さ
れ
て

い
る
。
初
見
は

華
貞
芳
春
信
女

慶
安
二
年
三
月
六
日

こ
れ
は
初
祖
で
あ
る
糟
谷
勘
右
衛
門
宗
清
の
女
子

で
、
生
野
瀬
兵
衛
に
嫁
い
で
い
る
。

ま
た
、
過
去
帳
は

大
智
院
誓
誉
浄
剃
宗
顕
居
士

昭
和
四
十
三
年
三
月
三
日

の
宗
士
口
氏
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
。

長
い
年
月
を
経
て
、
泉
村
も
よ
う
や
く
平
穏
に
生

活
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
村
民
は
改

め
て
糟
谷
代
官
の
慈
愛
の
あ
る
恩
沢
と
、
説
諭
さ
れ

た
教
え
と
戒
め
を
忘
れ
ず
に
守
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

そ
し
て
、
祖
先
の
辛
酸
を
偲
ぴ
代
官
の
遺
徳
に
感

謝
し
、
こ
れ
を
永
代
に
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
後
世
に

伝
え
る
こ
と
を
願
っ
て
天
保
七
年
(
一
八
三
六
)
、

村
の
大
切
な
生
活
用
水
で
あ
る
「
泉
の
お
し
よ
う

ず
」
の
ほ
と
り
に
代
官
の
墓
石
を
建
立
し
、
毎
年
二

月
五
日
に
法
要
す
る
日
と
定
め
た
。

こ
の
日
は
糟
谷
代
官
が
大
目
付
に
昇
進
し
、
敦
賀

を
発
た
れ
た
日
で
あ
っ
た
。
近
く
の
永
厳
寺
に
は
、

(
正
面
)青

雲
院
一
空
常
山
居
士

糟
谷
調
五
兵
衛
家
先
祖
累
代

(
正
面
)泉

区
有
志
三
十
五
名
各
家
先
祖
累
代
之
霊
位

の
位
牌
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

天
筒
山
と
国
道
八
号
線
の
高
架
に
よ
っ
て
、
糟
谷

代
官
の
墓
石
は
落
葉
や
土
砂
で
埋
ま
り
、

う
ず
」
は
昼
で
も
薄
暗
く
不
便
と
な
っ
た
。

「
お
し
ょ

こ
の
た
め
旧
泉
村
有
志
の
篤
志
に
よ
っ
て
「
お
し

よ
う
ず
」
ま
わ
り
は
整
備
さ
れ
、
屋
根
や
照
明
も
設

け
ら
れ
た
。

代
官
の
墓
石
は
山
側
に
移
さ
れ
て
、
そ
の
跡
に

は
、
人
々
の
健
康
と
長
寿
を
願
う
地
蔵
尊
が
記
ら
れ
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て
い
る
。
そ
の
傍
ら
の
石
標
に
は

平
成
五
年
六
月
吉
日
建
立

泉
村
共
有
者

と
刻
ま
れ
て
しミ

る|日。

近
年
の
金
ケ
崎
町
と
、
そ
の
周
辺
の
変
わ
り
様
は

大
き
い
。
出
入
り
し
た
船
で
賑
わ
っ
た
泉
浜
は
埋
め

立
て
ら
れ
て
、
昔
日
の
面
影
を
偲
ぶ
よ
す
が
も
な
く

金
ケ
崎
緑
地
と
な
っ
て
、
湾
内
の
西
浦
・
松
原
方
面

の
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
の
散
策
や
、
市
民
の
各
種

行
事
に
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

金
崎
城
は
南
北
朝
時
代
の
新
田
、
足
利
軍
と
の
戦

い
、
織
田
朝
倉
両
軍
の
戦
な
ど
、
歴
史
に
そ
の
名
を

残
し
て
い
る
。

な
か
で
も
、
新
国
軍
と
足
利
軍
の
金
崎
城
を
巡
る

攻
防
戦
は
、
焼
米
出
土
や
月
見
御
殿
な
ど
、
市
民
に

も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
新
田
軍
は
龍
城
し
て
足
利

軍
を
迎
え
撃
っ
た
が
、
や
が
て
弓
矢
や
食
糧
も
っ

き
、
武
運
っ
た
な
く
足
利
軍
に
敗
れ
た
。
こ
の
時
の

激
戦
を
伝
え
る
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

新
小
唄

想
ひ
出
の
金
ケ
崎
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編作作
曲曲詞

山
田
兵
士
口

ノム、

F口

歌
水

林

敦
賀
の
墓
碑

振
付

忠
と
義
を
鎧
ふ
て
起
つ

散
り
て
さ
か
せ
た

花
柳
太
輔

益
荒
夫
の

桜
花

今
も
血
と
さ
く

花
と
咲
く

花
に
泣
き
た
い

金
ケ
崎

金
ケ
崎
町
に
は
金
崎
城
祉
や
、
桜
で
名
高
い
金
崎

宮
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
の
眺
望
は
市
内
随
一
で
、
輝

く
よ
う
な
敦
賀
湾
や
、
市
街
地
を
一
望
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
天
筒
山
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ

l
ス
や
花
換
ま

つ
り
な
ど
、
祭
り
や
行
事
が
催
さ
れ
て
、
四
季
を
通

じ
て
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
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